
訴　　状
令和６年１月１０日

熊本地方裁判所　御中

〒８６３－００４１　熊本県天草市志柿町５３０４番地８２

原　告　　中 田　 統

　　　　　電話　０８０－１７７２－７０２０

　〒８６３－０００１　熊本県天草市本渡町広瀬1687番地２

　　　　　被　告　　　天草広域連合長　馬場昭治

電話　０９６９－２４－３１８８

天草広域連合新ごみ処理施設建設・運営事業に関する契約無効確認、及び事業差し止め請
求事件

訴訟物の価格　　　１６０万円（住民監査請求前置の住民訴訟）
添用印紙額　　　　１万３，０００円

第１　請求の趣旨
１　被告が新ごみ処理施設建設・運営事業に関して締結した総額３６８億５千万円の契約
は無効である。
２　１の契約に基づく事業を差止める
３　訴訟費用は被告の負担とする
　以上の判決を求める。

第２　請求の原因
１　当事者
（１）原告
　　　原告は熊本県天草市の住民であり、本事件に係る住民監査請求人である。
（２）被告
　　　被告は、天草市、上天草市、天草郡苓北町で構成する天草広域連合長である。
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２　本件総合評価一般競争入札の内容及び契約の態様
　本件の総合評価一般競争入札は、天草広域連合の新ごみ処理施設整備・運営事業に関す
るものであり、被告は複数の入札者が存在せず、競争入札が成立しないにもかかわらず、
当該入札の落札者を（株）川崎技研を代表企業とする企業グループに決定し、同グループ
企業との間で総額３６８億５千万円の工事請負契約・業務委託契約を締結したものであ
る。
３　本件総合評価一般競争入札の違法性
被告は令和４年８月１７日に本件入札の広告をした。これに、日鉄エンジニアリング
（株）を代表企業とする企業グループと、（株）川崎技研を代表企業とする企業グループ
との二者が応募したが、前者は入札説明後の令和４年１２月１４日に入札参加を辞退し
た。この時点で、二者以上の入札者による競争入札は不可能になった。従って、被告はこ
の時点で入札を中止するべきであった。
ところが被告は、落札候補者を決めるために委嘱した大学教授２名と広域連合構成市町
の幹部職員４名から成る事業者選定委員会を解散せずに事業者選定の事務を続行させた。
　同選定委員会は、総合評価点の競争相手が存在しない状況で（株）川崎技研グループの
非価格要素審査と価格審査を実施し、その総合評価点７１．５４点を最高評価点として同
グループを落札候補者と決めた。最高評価点とは他の評価点との比較を前提とするが、こ
こでの評価対象は一者だけであり、他の評価点は存在しない。従って最高評価点も存在し
ないため、落札候補者を同グループに決定したことには合理的な根拠がない。
　被告は上記の審査結果を受けて同グループを当該入札の落札者と決定して、総額３６８
億５千万円の工事請負契約・業務委託契約を締結した。
この契約は、地方自治法第２３４条の「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入
札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」という規定
のいずれの契約方法にも該当しない。従って当該契約は地方自治法に違反しており、違法
である。
なお、同選定委員会は当該事業の予算案検討結果報告書において一者入札を除外してい
るので、当該契約は複数の入札者による一般競争入札の落札者と締結するべきものであっ
て、競争相手がいない状況で一者を落札者と決めて契約を締結したのは違法である。

第３　住民監査請求前置
　原告は地方自治法第２４２項第１項の規定に基づき、令和５年１０月１７日付けで本件
に関する住民監査請求を行い、令和６年１月１３日付けで同請求を棄却する旨の通知を受
け取った。

付属書類
１　訴状副本　　　　　　１通
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２　甲号証の写し　　　各２通
３　証拠説明書　　　　　２通

以上
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